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魚社協公告第１号 

 

条件付き一般競争入札を施行するので、社会福祉法人魚津市社会福祉協議会定款第45条の規

定により、次のとおり公告する。 

 

令和５年６月５日 

 

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会 

会長 福留 正二   

 

１ 工事の概要 

⑴ 入 札 番 号 第 501 号 

⑵ 工 事 名 （仮）新川圏域児童発達支援センター新築工事 

⑶ 工 事 場 所 魚津市 大海寺野 地内 

⑷ 工 期 令和５年７月（契約日の翌日）から令和６年３月11日まで 

⑸ 工 事 概 要 

  新築工事  

（仮）新川圏域児童発達支援センター 

園舎 木造平屋建て 延床面積 

車庫 木造平屋建て 延床面積 

上記施設の建設に伴う建築主体工事、給排水衛生床暖房

設備工事、電気設備工事、換気・空調設備工事、車庫工

事、足洗場設置工事 

 

 

 

Ａ＝600.41㎡ 

Ａ＝ 45.55㎡ 

 

 

１式 

⑹ 予 定 価 格 設定あり（公表なし） 

⑺ 最低制限価格の設定 なし 

⑻ そ の 他 ・本工事の入札は、入札書等を郵便により受付け、開札後に入札参加

資格の有無を確認する、条件付き一般競争入札による方法とする。 

・本工事は、国交付金（令和５年度次世代育成支援対策施設整備交付

金）の活用を予定しているが、交付金内示を受けられなかった場合

は、この工事の開札を中止することとし、入札書を提出した者にその

旨案内する。 

 

 

２ その他の工事 

  本工事とは別に、（仮）新川圏域児童発達支援センター外構工事を発注することを予定してい

る。これについては、本工事の進捗状況を勘案しつつ、別途、条件付き一般競争入札に付する

こととするので、今回の入札金額には含めないこと。（なお、別に配布する設計図書（ＣＤ）に

は、参考資料として外構配置図等も登載している。） 

 

 

３ 入札参加に必要な資格要件 

本工事に係る入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者である。 

⑴ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 魚津市における建設工事の競争入札参加資格を有する者であること。 

⑶ 魚津市における建設工事等指名停止基準に基づく指名停止期間中でないこと。 

⑷ 地域要件 市内に主たる営業所を有する者であること。 

⑸ 業種及び格付け等に関する要件 魚津市における「令和５・６年度市内建設業者資格審 

査格付書」において、建築一式工事で総合数値950点以上とする。 

⑹ 施工実績に関する要件 施工実績に関する要件は設けない。 
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⑺ 配置技術者に関する要件 １級建築士又は１級建築施工管理技士を専任の監理技術者とし

て配置できること。 

⑻ その他要件 建設業法等関係法令によること。 

 

 

４ 設計図書の取得方法 

設計図書は、社会福祉法人魚津市社会福祉協議会事務所（魚津市新金屋２丁目13番26号：旧

福祉センター百楽荘２階）において、電磁的記録媒体（ＣＤ）により設計図書一式を配布する。 

 

   

５ 入札手続等 

手続等 期間・期日・期限等 場所及び注意事項 

設計図書の配布 

 

令和５年６月５日（月）公告時から 

令和５年６月14日（水）まで 

  

社会福祉法人魚津市社会福祉

協議会事務所にて電磁的記録

媒体（ＣＤ）を配布 

※実際に受取に来る者及び配置予定

技術者調書に記載する予定
．．

の者の名

刺を提出すること。（メールアドレス

が記載してあるもの） 

質問の受付 
令和５年６月６日（火）から 

令和５年６月12日（月）15:00まで 

㈲ハマベ設計：濱辺伸吾あて 

hamabe@nice-tv.jp 

※提出方法は電子メールのみ 

※質問は設計図書（ＣＤ）内

の「見積質疑応答書」を使用

すること 

※ 質問がない場合は送付不要 

回答の公表 

６月14日（水）を目途にホームペー

ジにて回答 

魚津市社会福祉協議会ホーム

ページに掲示 

https://uoshakyo.net 

（注１) 

入札書の提出方法 

一般書留・簡易書留のいずれかの方

法で郵送すること 

（これ以外の方法により提出され

たものは受理しない） 

＜郵送先＞ （注２） 

〒937-0801 

魚津市新金屋２丁目13番26号

社会福祉法人魚津市社会福祉

協議会 あて 

（封筒記載例を参照のこと） 

入札書到着期限 
令和５年６月19日（月）から 

令和５年６月27日（火）まで 

社会福祉法人魚津市社会福祉

協議会に到着する期限（期限厳

守） 

開札立会希望 令和５年６月27日（火）まで 

社会福祉法人魚津市社会福祉

協議会へ事前連絡（注３） 

FAX：22-8390 

開札日時 
令和５年６月29日（木） 

午前10時00分 

社会福祉法人魚津市社会福祉

協議会２階第１会議室 

魚津市新金屋２丁目13番26号 

TEL：22-8388 

入札回数 １回   

入札保証金 免除  
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（注１）魚津市社会福祉協議会ホームページ → （仮）新川圏域児童発達支援センター整備タ

ブ → 条件付き一般競争入札：（仮）新川圏域児童発達支援センター新築工事 を参照 

（注２）入札書を魚津郵便局へ郵送した後、「書留・特定記録郵便物受領証」のコピーを社会福

祉法人魚津市社会福祉協議会へFAXしてください。（FAX様式は別添のとおり） 

（注３）開札の立会いを希望する入札参加者は、社会福祉法人魚津市社会福祉協議会へ事前に

ＦＡＸ（開札立会希望連絡書）してください。開札当日、立会いされる方の印鑑は不要

です。 

 

 

６ 入札書の不受理 

次のいずれかに該当する入札書は受理しない。 

⑴ 公告に示した以外の方法により提出されたもの 

⑵ 入札書到着期限を過ぎて郵送されたもの 

⑶ 封筒に入札番号及び工事名が記載されていなかったり、記載された事項が公告に定めた事

項と異なっていたりするなどの理由により対象工事を識別することが困難であるもの 

 

 

７ 入札金額の記載 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額）をもって落

札額とするので、入札者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

 

８ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

⑴ 本公告に示した入札参加資格のない者が行った入札 

⑵ 落札者が決定するまでに入札参加資格要件に該当しなくなった者が行った入札 

⑶ 入札書に記名押印のない入札 

⑷ 入札金額を訂正した入札 

⑸ 同一人が２以上の意思表示をした入札 

⑹ 必要な記載事項を確認できない入札 

⑺ 明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し不正の行為があったと認め

られる入札 

⑻ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

 

９ 入札参加資格要件確認書類の提出 

予定価格の範囲内で最低の入札価格を提示した者を落札候補者とし、入札参加資格要件の有

無を審査する。 

入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

⑴ 入札参加資格審査申請書 １部 

⑵ 経営事項審査結果通知書の写し（審査基準日が、申請書提出日に有効なもの） １部 

⑶ 配置予定技術者調書 １部 

⑷ 入札書 １部 

⑸ 積算内訳書 １部 
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10 落札者の決定方法 

落札候補者となる同価の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札をした者について、

入札担当者が指定する日時及び場所に参集を求め、くじを引かせて落札候補者を決定する。 

この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代え

て入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 

落札候補者の入札参加資格要件について審査した結果、資格を有すると認められた場合、本

会理事会の議決を経たうえで、落札候補者を落札者とする。 

落札者には、落札決定通知書により通知し、社会福祉法人魚津市社会福祉協議会ホームペー

ジで公表する。 

 

 

11 再度入札について 

  第１回目の入札で落札者がいない場合は、再度入札を行う。再度入札は、第１回目の入札参

加者のみに対して通知し、第１回目同様、郵便入札で行う。 

 

 

12 契約保証金 

  免除 

 

 

13 支払い条件（予定） 

 ①着手金         請負金額の５％を上限とし、落札者との協議により決定した金額

を支払う。 

 ②中間金         概ね11月末日の出来高に応じて支払う。（ただし①と②の合計額

は、請負金額の50％を上限とする。） 

 ③完了引き渡し時     残り全額 

 

 

14 特記事項 

  落札者にあっては、工事着手前の近隣住民等への十分な工事説明及び安全祈願祭の開催につ

いても留意すること。 

 

15 その他 

⑴ 本工事の施工にかかる主任技術者は、原則として条件付き一般競争入札参加資格審査申請

書の配置予定技術者調書に記載した者としなければならない。 

⑵ 本入札に係る書類は、社会福祉法人魚津市社会福祉協議会ホームページより入手できる。 

⑶ 提出書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

⑷ 提出書類は、落札者の決定以外の目的には使用しない。 

⑸ 提出された書類は、返却しない。 

 

本公告に関する問い合わせ先は以下のとおりとする。 

 

 

 

 社会福祉法人魚津市社会福祉協議会 

事務局長 戸田 

TEL 22-8388 FAX 22-8390 

※入札書の到着に関する照会には応じられません。 


